
 
 
 
 

 

 

第二浜田ダム周辺環境整備に関する意見交換会を行いました！   
 8 月 30 日（土）に、第二浜田ダム周辺に整備予定の緑地を住民の憩いの場とするため、

意見を頂くことを目的とした意見交換会を開催しました。意見交換会は、第二浜田ダム

の現場見学会の後、22 名の方に参加いただき、およそ 1 時間半行いました。 

 今回は、地元の代表者、浜田市内の各サークル等（子育てサークル、サイクリングサ

ークル、商工会議所、etc）及び島根県立大学の方々に参加いただきました。 

 参加者で 4 班に分かれ、班員で意見を出し合い、分類し、具体化するという流れで、

班ごとに取り組んでもらいました。参加いただいた皆様は、様々なアイデアを述べられ

ながら、楽しく意見交換をしておられました。 

 例を挙げると、ハイキングやサイクリングのコースの設置、ダム湖を見ながら飲食が

可能な休憩所の整備、鞍部ダムの下流に子供の遊び場を作る、鞍部ダムの壁面を利用し

た映画の上映やロッククライミング等の意見がありました。 

 今回は条件を設定しない中で自由な意見を頂戴しましたので、今後、関係機関と協議

しながら、実現可能なものについて周辺環境整備に反映できるように検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      意見交換会の様子             班ごとの意見の発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      周辺環境整備エリア        頂いた意見の例（鞍部ダムエリア） 

 

 
 

 
 

 

浜田川総合開発事業（第二浜田ダム建設、浜田ダム再開発） 

         

          第 24 号（2014.9） 



付替県道 7号橋が完成しました！  
 平成 23 年度より施工を行ってきた、一般県道黒沢安城浜田線の付替県道 7 号橋が 8

月に完成しました。7 号橋は、平成 23 年度から 26 年度まで、4 年間の工期を経て完成

しました。7 号橋の完成に伴い、第二浜田ダムの右岸天端までの付替県道がつながった

ことから、8 月 25 日より工事車両及び連絡車両はカネヤバラ線を通行しないこととし、

付替県道を工事用道路として利用することとしました。９号橋付近の交差点は普段、バ

リケード封鎖し、必要に応じてバリケードを開閉し、工事車両を通行させるようにして

います。（一般車両は、現時点で付替県道を通行することは出来ません。） 

 
 

現場見学を希望の方はご連絡ください！  
 第二浜田ダム本体建設工事の現場見学を随時受け付けて

います。見学をご希望の方は、島根県浜田河川総合開発事

務所までご連絡ください。連絡先は下記の通りです。 

 第二浜田ダムは市街地から比較的近いところにあるのが

特徴ですので、ぜひ見学に来ていただければと思います。 

  
 
 
 

 
 

お問い合わせ先 

 
島根県浜田河川総合開発事務所

〒697-0041 島根県浜田市片庭町 254 島根県浜田合同庁舎５Ｆ 

TEL 0855-29-5760（代表、夜間・休日連絡先）  FAX 0855-29-5772 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ:http://www.pref.shimane.lg.jp/hamadakasen/ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ:hamadakasen@pref.shimane.lg.jp 


